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【第１編 外部事象影響】
【第２編 通信連絡設備の設置】
【第３編 液体廃棄物の廃棄設備の漏えい警報装置の設置】
【第４編 溢水防止対策】
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外部事象影響
【放射性廃棄物処理場 設工認（その３）第１編】
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申請概要

本申請は、放射性廃棄物処理場の施設のうち、排水貯留ポンド及び保管廃棄施
設・Ｌへの影響が想定される「外部事象影響」に係る設計及び工事の方法について
申請するものである。

【保管廃棄施設・Ｌ】

【排水貯留ポンド】



構成及び申請範囲

3

○建 家
第１廃棄物処理棟
第２廃棄物処理棟
第３廃棄物処理棟
解体分別保管棟
減容処理棟

放射性廃棄物の廃棄施設は、次の各設備から構成される。
(1) 気体廃棄物の廃棄施設
(2) 液体廃棄物の廃棄設備
(3) 固体廃棄物の廃棄設備

上記のうち、(2) 液体廃棄物の廃棄設備及び(3) 固体廃棄物の廃棄設備は、次の各設備及びこ
れらを収納する建家で構成する。

○設 備
〔液体廃棄物の廃棄設備〕

ａ 廃液貯槽
（省略）

(c) 排水貯留ポンド
（省略）

○設 備
〔固体廃棄物の廃棄設備〕

（省略）
ｂ 保管廃棄施設

1) 保管廃棄施設・Ⅰ
1)-1 保管廃棄施設・Ｌ

（省略）

今回申請する範囲は、(2)の液体廃棄物の廃棄設備のa廃液貯槽のうち(c)排水貯留ポン
ドに関するもの及び(3)の固体廃棄物の廃棄設備のb保管廃棄施設のうち1)-1保管廃棄施
設・Ｌに関するものである。



設計（１／ ２ ）

○設計条件
排水貯留ポンド及び保管廃棄施設・Ｌは、想定される外部火災及び竜巻に耐え得るよう設計

する。なお、排水貯留ポンドは、上部開放型の貯槽であり、常時液体廃棄物（濃度限度以下）を
貯留しているため、外部火災の影響を受けることはない。以下に、外部火災及び竜巻の設計条
件を示す。
(1)外部火災
• 原子力科学研究所（以下「原科研」という。）敷地外の森林火災が迫った場合でも、保管廃棄

施設・Ｌの安全機能を損なわない設計とする。
• 原科研敷地外の近隣の産業施設等（半径10km以内）において火災・爆発が発生した場合で

も、保管廃棄施設・Ｌの安全機能を損なわない設計とする。
• 原科研の敷地内に設置しているLNGタンクが爆発した場合でも、保管廃棄施設・Ｌの安全機

能を損なわない設計とする。
• 原科研の敷地への航空機落下による火災を想定した場合でも、保管廃棄施設・Ｌの安全機

能を損なわない設計とする。

4

本申請では、放射性廃棄物の廃棄施設のうち、排水貯留ポンド及び保管廃棄施設・Ｌ
への影響が想定される外部火災（森林火災、近隣の産業施設等の火災・爆発及び航空
機落下による火災）及び竜巻について、その設計条件を示す。なお、前述以外の自然現
象（洪水・降水、風（台風）、凍結、積雪、落雷、地滑り、火山の影響及び生物学的事象）
及び人為によるもの（飛来物（航空機落下等）、ダムの崩壊、有毒ガス、船舶の衝突及び
電磁的障害）については、排水貯留ポンド及び保管廃棄施設・Ｌの安全機能を損なうお
それはない。

【補正で変更】



設計（２／ ２ ）

○設計条件

(2)竜巻

• 敷地及びその周辺（施設から半径20kmの範囲）における過去の記録を踏まえた影響が も

大きい竜巻（藤田スケールF1、 大風速49m/s）及びその随伴事象の発生を考慮しても、排

水貯留ポンド及び保管廃棄施設・Ｌの安全機能を損なわない設計とする。

• 当該竜巻で保管廃棄施設・Ｌの構造健全性に影響を及ぼすことを確認した飛来物について

は、必要に応じて、飛来防止対策等を講ずることを原子力科学研究所原子炉施設保安規定

等に定めることとする。
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本申請では、放射性廃棄物の廃棄施設のうち、排水貯留ポンド及び保管廃棄施設・Ｌ
への影響が想定される外部火災（森林火災、近隣の産業施設等の火災・爆発及び航空
機落下による火災）及び竜巻について、その設計条件を示す。なお、前述以外の自然現
象（洪水・降水、風（台風）、凍結、積雪、落雷、地滑り、火山の影響及び生物学的事象）
及び人為によるもの（飛来物（航空機落下等）、ダムの崩壊、有毒ガス、船舶の衝突及び
電磁的障害）については、排水貯留ポンド及び保管廃棄施設・Ｌの安全機能を損なうお
それはない。

【補正で変更】



工事の方法
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本申請は、既存の施設等に対して工事を行うものではない。
なお、評価の結果については、添付書類（３－１）及び（3－2）にて説明するものとする。
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通信連絡設備の設置
【放射性廃棄物処理場 設工認（その３）第２編】
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申請概要

本申請は、放射性廃棄物処理場の施設のうち、排水貯留ポンド及び保管廃棄施
設・Ｌにおける「通信連絡設備の設置」に係る設計及び工事の方法について申請す
るものである。

【保管廃棄施設・Ｌ】

【排水貯留ポンド】



構成及び申請範囲

9

○建 家
第１廃棄物処理棟
第２廃棄物処理棟
第３廃棄物処理棟
解体分別保管棟
減容処理棟

放射性廃棄物の廃棄施設は、次の各設備から構成される。
(1) 気体廃棄物の廃棄施設
(2) 液体廃棄物の廃棄設備
(3) 固体廃棄物の廃棄設備

上記のうち、(2) 液体廃棄物の廃棄設備及び(3) 固体廃棄物の廃棄設備は、次の各設備及びこ
れらを収納する建家で構成する。

○設 備
〔液体廃棄物の廃棄設備〕

ａ 廃液貯槽
（省略）

(c) 排水貯留ポンド
（省略）

○設 備
〔固体廃棄物の廃棄設備〕

（省略）
ｂ 保管廃棄施設

1) 保管廃棄施設・Ⅰ
1)-1 保管廃棄施設・Ｌ

（省略）

今回申請する範囲は、(2)の液体廃棄物の廃棄設備のa廃液貯槽のうち(c)排水貯留ポン
ドに関するもの及び(3)の固体廃棄物の廃棄設備のb保管廃棄施設のうち1)-1保管廃棄施
設・Ｌに関するものである。



設計（１／ ６ ）

○設計条件
(1) 異常が発生した場合において、放射性廃棄物処理場の事故現場指揮所と原子力科学研究

所安全管理棟の現地対策本部との間で相互に連絡ができるよう、多様性を確保した施設間
通信連絡設備を設ける。現地対策本部の通信連絡設備（固定電話及び携帯電話）は、平成
29年7月4日付け29原機（科研）003「原子力科学研究所の原子炉施設（NSRR原子炉施設）に
関する設計及び工事の方法の認可申請書」で申請した通信連絡設備を共用する設備である
ことから、本申請の範囲外とする。

(2) 異常が発生した場合において、放射性廃棄物処理場の関係箇所に対して、必要な指示がで
きるよう、電話等の通信連絡設備を設けること。
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設計（２／ ６ ）

○設計仕様
(1) 事故現場指揮所と現地対策本部の通信連絡で使用する通信連絡設備

事故現場指揮所の解体分別保管棟付属建家会議室においては、現地対策本部との通信
連絡で固定電話及び携帯電話を使用する。安全管理棟の現地対策本部においては、事故現
場指揮所との通信連絡で固定電話及び携帯電話を使用する。

本申請に係る通信連絡設備の種類及び台数は、下表のとおりとする。本設備は全て既設
の設備である。なお、通信連絡設備については、原子炉施設保安規定及び下部規定におい
て定める手順に従い、同等以上の性能を有するものと交換できるものとする。

【通信連絡設備の種類】
・固定電話
・携帯電話

11

設置場所
（事故現場指揮所）

事象発生施設 固定電話 携帯電話

解体分別保管棟付属建家
会議室

保管廃棄施設・Ｌ
排水貯留ポンド 2台 1台

【補正で変更】



設計（３／ ６ ）

○設計仕様
(2) 各施設内及び各施設と事故現場指揮所の通信連絡で使用する通信連絡設備

保管廃棄施設・Ｌ及び排水貯留ポンドにおいては、施設内の通信連絡で施設内用トラン
シーバー、事故現場指揮所との通信連絡で固定電話、携帯電話及び長距離用トランシー
バーを使用する。

通信連絡設備の配置図を図－2.1に示す。本申請に係る通信連絡設備の設計仕様は、以
下のとおりとする。本設備は全て既設の設備である。なお、通信連絡設備については、原子
炉施設保安規定及び下部規定において定める手順に従い、同等以上の性能を有するものと
交換できるものとする。

【通信連絡設備の種類】
・固定電話
・携帯電話
・施設内用トランシーバー（出力10mW）
・長距離用トランシーバー（出力5W）

【台数】
事故現場指揮所で使用する通信連絡設備の種類及び台数を表１、事象発生施設で使用

する通信連絡設備の種類及び台数を表２に示す。

【設置場所】
保管廃棄施設・Ｌ及び排水貯留ポンドにおける通信連絡設備の配置図を図－2.2に示す。

12【補正で変更】



設計（４／ ６ ）
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設置場所
（事故現場指揮所）

事象発生施設 固定電話
長距離用

トランシーバー

解体分別保管棟付属建家
会議室

保管廃棄施設・Ｌ
排水貯留ポンド

１台＊１ １台

*1 現地対策本部との通信連絡で使用する固定電話と共用

表１ 事故現場指揮所で使用する通信連絡設備

事象発生施設 固定電話 携帯電話
施設内用

トランシーバー

長距離用

トランシーバー

保管廃棄施設・Ｌ
1台＊１ 1台 ２台＊１ 1台＊２

排水貯留ポンド

表２ 事象発生施設で使用する通信連絡設備

*1 排水管理棟に設置
*2 事象発生施設で使用する長距離用トランシーバー（1台）については、第３廃棄物処理棟に配置

【補正で変更】



設計（５／ ６ ）
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【補正で変更】

図－2.1 保管廃棄施設・Ｌ及び排水貯留ポンドの通信連絡設備の配置図

保管廃棄施設・Ｌ

（日本原子力発電株式会社）

フェンス

N

解体分別保管棟付属建家

事象発生施設：
保管廃棄施設・Ｌ（屋外）
排水貯留ポンド（屋外）

◆事故現場指揮所

事故現場指揮所

事故現場指揮所－保管廃棄施設・Ｌ及び排水貯留ポンド
固定電話、携帯電話又は長距離用トランシーバーによる
通信連絡

排水貯留ポンド及び保管廃棄施設・Ｌにおける固定電話設置場所

排水管理棟【処理場地区】

屋外施設と事故現場指揮所の通信連絡

排水貯留ポンド

第３廃棄物処理棟

◆長距離用トランシーバー設置場所



設計（６／ ６ ）
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【補正で変更】

図－2.2 解体分別保管棟付属建家会議室（事故現場指揮所）
及び排水管理棟並びに第３廃棄物処理棟の通信連絡設備の配置図

長距離用トランシーバー：１台 施設内用トランシーバー：２台

固定電話

長距離用トランシーバー：１台

会
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試験検査項目及び方法

試験・検査は、次の項目について実施する。
(1) 性能検査

方 法：事故現場指揮所の固定電話及び携帯電話にて、現地対策本部と通話できることを確認
する。

判 定：事故現場指揮所と現地対策本部で通話できること。
(2) 員数検査

方 法：通信連絡設備の数量及び配置を目視により確認する。
判 定：所定の数量を満たしていること。また、図－2.2に示す所定の位置に配置されていること。
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【事故現場指揮所と現地対策本部の通信連絡で使用する通信連絡設備】

(1) 性能検査
方 法：a．固定電話及び携帯電話にて、通話できることを確認する。

b．施設内用トランシーバーにて、通話できることを確認する。
c．長距離用トランシーバーにて、通話できることを確認する。

判 定：a．各施設及び事故現場指揮所の固定電話及び携帯電話を用いて通話できること。
b．2台の施設内用トランシーバーを用いて通話できること。
c．各施設及び事故現場指揮所の長距離用トランシーバーを用いて通話できること。

(2) 員数検査
方 法：通信連絡設備の数量及び配置を目視により確認する。
判 定：通信連絡設備が所定の数量を満たしていること。また、図－2.2に示す所定の位置に配

置されていること。

【各施設内及び各施設と事故現場指揮所の通信連絡で使用する通信連絡設備】
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液体廃棄物の廃棄設備の漏えい警報装置の設置
【放射性廃棄物処理場 設工認（その３）第３編】
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申請概要

本申請は、放射性廃棄物処理場の施設のうち、排水貯留ポンドにおける「液体廃
棄物の廃棄設備の漏えい警報装置の設置」に係る設計及び工事の方法について申請
するものである。

【排水貯留ポンド】



構成及び申請範囲

19

○建 家
第１廃棄物処理棟
第２廃棄物処理棟
第３廃棄物処理棟
解体分別保管棟
減容処理棟

放射性廃棄物の廃棄施設は、次の各設備から構成される。
(1) 気体廃棄物の廃棄施設
(2) 液体廃棄物の廃棄設備
(3) 固体廃棄物の廃棄設備

上記のうち、(2) 液体廃棄物の廃棄設備及び(3) 固体廃棄物の廃棄設備は、次の各設備及びこ
れらを収納する建家で構成する。

○設 備
〔液体廃棄物の廃棄設備〕

ａ 廃液貯槽
（省略）

(c) 排水貯留ポンド
（省略）

○設 備
〔固体廃棄物の廃棄設備〕

（省略）

今回申請する範囲は、(2)の液体廃棄物の廃棄設備のａ廃液貯槽のうち(c)排水貯留ポン
ドの漏えい検知及び警報に関するものである。



設計（１／ ５ ）

○設計条件
(1) 排水貯留ポンドからの漏えいを検知できる設計とすること。
(2) 排水貯留ポンドに漏えいが生じた場合、制御室等及び中央警備室に警報を発報させること

ができる設計とすること。

○設計仕様
本申請に係る排水貯留ポンドの漏えい警報装置の設計仕様は、以下のとおりとする。
なお、原子炉施設保安規定及び下部規定において、適切に管理した状態で作業等により液

位の変動が見込まれるときは、警報発報の設定を解除し、夜間休日等、液位が安定しなければ
ならないときは、液位の変動による警報発報の設定を行うよう運用することを規定する。また、
ケーブル（a-3に示す規格品）（以下「交換可能品」という。）については、原子炉施設保安規定及
び下部規定において定める手順に従い、同等以上の性能を有するものと交換できるものとする。

20【補正で変更】



設計（２／ ５ ）

21【補正で変更】

設備・貯槽名 検知方式 検知器 台数 警報設定値
警報の発報場所

（表示）

排水貯留ポンド
液位変動に
よる検知

液位計
2台

（既設）
液位低下幅：5 cm以下
高水位：200 cm以下

操作盤（貯槽名
及 び 警 報 の 種
類）、中央警備
室（設備名）

a-1 排水貯留ポンド

設備・貯槽名 各計器 液位検出範囲 ループ精度 校正方法

・貯留槽
・希釈槽

検出器（超音波式）

0～200cm ±2cm

ターゲット板に
よる距離入力

ディストリビュータ 模擬信号入力

液位表示器 模擬信号入力

プログラマブルコントローラ 模擬信号入力

a-2 排水貯留ポンド 液位計の仕様



設計（３／ ５ ）

22【補正で変更】

a-3 警報発報に係る仕様

機器等 仕様

液位計 液位変動による検知（液位低下、高水位）

ケーブル１（液位計と操作盤を接続）
（交換可能品）

JIS C 3401

操作盤 ブザー吹鳴及び異常表示による警報発報

ケーブル２（操作盤と弱電端子盤を接続）
（交換可能品）

光ファイバケーブル JIS C 3521

弱電端子盤 警報発報に係る中継経路

ケーブル３（弱電端子盤と放射性廃棄物処理場漏
えい警報監視盤を接続）（交換可能品）

JCS9072

放射性廃棄物処理場漏えい警報監視盤 ブザー吹鳴及び異常表示による警報発報

排水貯留ポンドの漏えい警報装置の系統図を図－3.1に、検知器（液位計）の配置
図を図－3.2に示す。



設計（４／ ５ ）

23

図－3.1 排水貯留ポンドの漏えい警報装置の系統図

【補正で変更】



設計（５／ ５ ）
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図－3.2 排水貯留ポンドの液位計の配置図
【補正で変更】



工事フロー

25

図－3.3 漏えい警報装置の設置工事フロー図

【補正で変更】

工事完了

資材の調達

警報機能の設置（中央警備室）

ケーブルの敷設・
配線

[外観検査]

[作動検査]

[警報検査]

注：当該漏えい警報装置に係る使用前事業者検査終了後に漏えい警報装置を利用する。



試験検査項目及び方法

試験・検査は、次の項目について実施する。
(1) 外観検査

方 法 : 液位計（検出器）の外表面を目視により確認する。また、液位計（検出器）の配置及び
据付状態（図－3.2参照）を確認する。

判 定 : 外表面に有害な傷のないこと。また、配置及び据付状態が適正であり、他の機器配管
類との干渉がないこと。

(2) 作動検査
方 法 : 液位計の校正を行う。
判 定 : 液位計の精度が設計仕様に示す所定の範囲内（a-2参照）であること。

(3) 警報検査
方 法 : 作動検査が終了していることを確認する。確認後、次の操作を行う。

液位計に設計仕様に示す所定の設定値（a-1参照）に相当する模擬信号を入力する。
判 定 : 制御室等及び中央警備室に警報が発報すること。

26
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溢水防止対策
【放射性廃棄物処理場 設工認（その３）第４編】
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申請概要

本申請は、放射性廃棄物処理場の施設のうち、排水貯留ポンドにおける「溢水防
止対策」に係る設計及び工事の方法について申請するものである。

【排水貯留ポンド】



構成及び申請範囲

29

○建 家
第１廃棄物処理棟
第２廃棄物処理棟
第３廃棄物処理棟
解体分別保管棟
減容処理棟

放射性廃棄物の廃棄施設は、次の各設備から構成される。
(1) 気体廃棄物の廃棄施設
(2) 液体廃棄物の廃棄設備
(3) 固体廃棄物の廃棄設備

上記のうち、(2) 液体廃棄物の廃棄設備及び(3) 固体廃棄物の廃棄設備は、次の各設備及びこ
れらを収納する建家で構成する。

○設 備
〔液体廃棄物の廃棄設備〕

ａ 廃液貯槽
（省略）

(c) 排水貯留ポンド
（省略）

○設 備
〔固体廃棄物の廃棄設備〕

（省略）

今回申請する範囲は、(2)の液体廃棄物の廃棄設備のa廃液貯槽のうち(c)排水貯留ポン
ドに係る溢水防止対策の評価に関するものである。



設計（１／ ３ ）

○設計条件
排水貯留ポンドから放射性物質を含む液体の管理区域外への漏えいを防止するため、スロッ
シングによる溢水が生じないよう設計する。

○設計仕様

30

設備 構造及び寸法 設置場所

排水貯留ポンド
上部開放の鉄筋
コンクリート製半
地下ピット

貯留槽
容積：約1,000m3

寸法：幅約20m×奥行約17m
×高さ約3.5m 第１保管廃棄施設

保管廃棄施設・Ⅰ

希釈槽
容積：約500m3

寸法：幅約10m×奥行約17m
×高さ約3.5m

【補正で追加】



設計（２／ ３ ）

○評価対象
想定する溢水は以下のとおりとする。
地震に伴い発生する排水貯留ポンドの貯留水のスロッシングによる溢水

○評価結果

31

想定する溢水事象 評価

地震に伴い発生する排水
貯留ポンドの貯留水のス
ロッシングによる溢水

スロッシングによる波が貯留槽の縁及び希釈槽の縁を超えない
ため、放射性物質を含む液体が管理区域外へ漏えいすることは
ない。

【補正で追加】



設計（３／ ３ ）

32

排水貯留ポンド概略図
【補正で追加】



工事の方法

33

本申請は、既存の施設等に対して工事を行うものではない。
なお、評価の詳細については、添付書類（６－１）にて説明するものとする。

【補正で追加】
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原子炉設置変更許可申請書（本文） 設計及び工事の計画申請書

５．試験研究用等原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備
ト 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備
（２）液体廃棄物の廃棄設備
(i) 構 造
ⅰ）基本設計方針

ｃ 自然現象（地震・津波等）に対する考慮
(d) 液体廃棄物の廃棄施設は、想定される自然現象（降 水・

洪水、風（台風）、竜巻、凍結、積雪、落雷、地滑り、火山の影
響、生物学的事象及び森林火災）が発生した場合においても
安全機能を損なわないように設計する。また、工場等内又は
その周辺において想定される原子炉施設の安全性を損なわ
せる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（飛
来物（航空機落下）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、
有毒ガス、船舶の衝突及び電磁的障害。ただし、故意による
ものを除く。）に対して安全機能を損なわないように設計する。

（３）固体廃棄物の廃棄設備
(i) 構 造
ⅰ）基本設計方針

ｅ 自然現象（地震・津波等）に対する考慮
(d) 固体廃棄物の廃棄施設は、想定される自然現象（降水・洪水、

風（台風）、竜巻、凍結、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生
物学的事象及び森林火災）が発生した場合においても安全機
能を損なわないように設計する。また、工場等内又はその周辺
において想定される原子炉施設の安全性を損なわせる原因と
なるおそれがある事象であって人為によるもの（飛来物（航空
機落下）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、
船舶の衝突及び電磁的障害。ただし、故意によるものを除く。）
に対して安全機能を損なわないように設計する。

第１編 外部事象影響
3. 設 計
3.1 設計条件

排水貯留ポンド及び保管廃棄施設・Ｌは、想定される外部火災
及び竜巻に耐え得るよう設計する。なお、排水貯留ポンドは、上部
開放型の貯槽であり、常時液体廃棄物（濃度限度以下）を貯留し
ているため、外部火災の影響を受けることはない。以下に、外部
火災及び竜巻の設計条件を示す。
(1) 外部火災

・原子力科学研究所（以下「原科研」という。）敷地外の森林火災
が迫った場合でも、保管廃棄施設・Ｌの安全機能を損なわない
設計とする。

・原科研敷地外の近隣の産業施設等（半径10km以内）において
火災・爆発が発生した場合でも、保管廃棄施設・Ｌの安全機能
を損なわない設計とする。

・原科研の敷地内に設置しているLNGタンクが爆発した場合でも、
保管廃棄施設・Ｌの安全機能を損なわない設計とする。

・原科研の敷地への航空機落下による火災を想定した場合でも、
保管廃棄施設・Ｌの安全機能を損なわない設計とする。

(2) 竜巻
・敷地及びその周辺（施設から半径20kmの範囲）における過去
の記録を踏まえた影響が も大きい竜巻（藤田スケールF1、
大風速49m/s）及びその随伴事象の発生を考慮しても、排水貯
留ポンド及び保管廃棄施設・Ｌの安全機能を損なわない設計と
する。

・当該竜巻で保管廃棄施設・Ｌの構造健全性に影響を及ぼすこ
とを確認した飛来物については、必要に応じて、飛来防止対策
等を講ずることを原子力科学研究所原子炉施設保安規定等に
定めることとする。
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原子炉設置変更許可申請書（本文） 設計及び工事の計画申請書

５．試験研究用等原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備
ト 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備
（２）液体廃棄物の廃棄設備
(i) 構 造

ⅰ）基本設計方針
ｈ その他
(b) 液体廃棄物の廃棄施設には、異常が発生した場合において

必要な指示ができるように、電話、放送設備、ページング設
備等を設けるとともに、原子力科学研究所内の現地対策本
部との間の相互に連絡するための設備を設ける。

（３）固体廃棄物の廃棄設備
(i) 構 造

ⅰ）基本設計方針
ｊ その他
(b) 固体廃棄物の廃棄施設には、異常が発生した場合において

必要な指示ができるように、電話、放送設備、ページング設
備等を設けるとともに、原子力科学研究所内の現地対策本
部との間の相互に連絡するための設備を設ける。

第２編 通信連絡設備の設置
3. 設 計

3.1 設計条件
(1) 異常が発生した場合において、放射性廃棄物処理場の事故

現場指揮所と原子力科学研究所の安全管理棟の現地対策本
部との間で相互に連絡ができるよう、多様性を確保した施設
間通信連絡設備を設ける。現地対策本部の通信連絡設備
（固定電話及び携帯電話）は、平成29年7月4日付け29原機
（科研）003「原子力科学研究所の原子炉施設（NSRR原子炉
施設）に関する設計及び工事の方法の認可申請書」で申請し
た通信連絡設備を共用する設備であることから、本申請の範
囲外とする。

(2) 異常が発生した場合において、放射性廃棄物処理場の関係
箇所に対して、必要な指示ができるよう、電話等の通信連絡
設備を設けること。



添付書類１（原子炉設置変更許可申請書との整合性）（３／１９）
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原子炉設置変更許可申請書（本文） 設計及び工事の計画申請書

５．試験研究用等原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備
ト 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備
（２）液体廃棄物の廃棄設備
(i) 構 造

ⅰ）基本設計方針
ｂ 液体状の放射性廃棄物の漏えい防止
(a) 液体廃棄物の廃棄施設は、適切な材料を使用するとともに、

液位を監視する設備を有し、漏えいの発生を防止できる設
計とする。

(b) 液体廃棄物の廃棄施設は、貯槽等から漏えいが生じたとき、
漏えいを早期に検出し、制御室等に警報する装置を有する。

第３編 液体廃棄物の廃棄設備の漏えい警報装置の設置
3. 設 計

3.1 設計条件
(1) 排水貯留ポンドからの漏えいを検知できる設計とすること。
(2) 排水貯留ポンドに漏えいが生じた場合、制御室等及び中央

警備室に警報を発報させることができる設計とすること。



添付書類１（原子炉設置変更許可申請書との整合性）（４／１９）
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原子炉設置変更許可申請書（本文） 設計及び工事の計画申請書

該当なし 第４編 溢水防止対策
3. 設 計

3.1 設計条件
排水貯留ポンドから放射性物質を含む液体の管理区域外へ

の漏えいを防止するため、スロッシングによる溢水が生じないよ
う設計する。



添付書類１（原子炉設置変更許可申請書との整合性）（５／１９）

38

原子炉設置変更許可申請書（添付書類八） 設計及び工事の計画申請書

〔放射性廃棄物の廃棄施設〕
8-4 竜巻防護に関する基本方針

敷地及びその周辺において過去に発生した影響が も大きい竜
巻（Ｆ１スケール竜巻）の記録を踏まえ、放射性廃棄物の廃棄施設
の構造健全性が維持され、安全機能を損なわないように風速
49m/sに耐えるよう設計する。

添付書類３－２ 外部事象影響（竜巻）に関する説明書
3-2-1 概要

排水貯留ポンド及び保管廃棄施設・Ｌは、想定される以下の竜巻
に耐え得るよう設計する。

・敷地及びその周辺（施設から半径20kmの範囲）における過去の
記録を踏まえた影響が も大きい竜巻（藤田スケールF1、 大
風速49m/s）及びその随伴事象の発生を考慮しても、排水貯留
ポンド及び保管廃棄施設・Ｌの安全機能を損なわない設計とする。

ここでは、上記の設計条件を確認するため、排水貯留ポンド及び
保管廃棄施設・Ｌに対して、竜巻が発生した場合の影響評価を行っ
た。

評価に当たっては、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」[1]（以
下「竜巻ガイド」という。）に従い、竜巻及びその随伴事象に対する
排水貯留ポンド及び保管廃棄施設・Ｌの影響評価を行った。竜巻に
対する影響評価としては、竜巻の特性値を評価し、飛来物の選定を
行った上で、竜巻による飛来物が衝突した際の保管廃棄施設・Ｌの
影響評価を行った。また、想定される竜巻随伴事象について、排水
貯留ポンド及び保管廃棄施設・Ｌの影響の有無の検討を行った。

3-2-2 結果
竜巻が発生した場合の影響評価の結果、以下に示すとおり、竜巻

による飛来物として空調室外機及び物置を選定した場合、保管廃
棄施設・Ｌの構造健全性に影響を及ぼさないこと、竜巻随伴事象が
排水貯留ポンド及び保管廃棄施設・Ｌに影響を及ぼさないことを確
認したことから、想定される竜巻が発生した場合でも、排水貯留ポ
ンド及び保管廃棄施設・Ｌの安全機能を損なわない。

・竜巻ガイドに示された飛来物及び施設周辺の現地調査を踏まえ
て選定した飛来物について、浮上の有無を評価した結果、空調
室外機、物置及びチェッカープレートが浮上することを確認した。
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原子炉設置変更許可申請書（添付書類八） 設計及び工事の計画申請書

〔放射性廃棄物の廃棄施設〕
8-4 竜巻防護に関する基本方針

敷地及びその周辺において過去に発生した影響が も大きい竜
巻（Ｆ１スケール竜巻）の記録を踏まえ、放射性廃棄物の廃棄施設
の構造健全性が維持され、安全機能を損なわないように風速
49m/sに耐えるよう設計する。

・竜巻による飛来物として空調室外機及び物置を選定した場合、
飛来物が衝突した際の影響評価において、保管廃棄施設・Ｌに
貫通が生じないことから、保管廃棄施設・Ｌの構造健全性が維持
されることを確認した。

・竜巻随伴事象については、想定される火災、溢水及び外部電源
喪失について検討を行い、いずれも排水貯留ポンド及び保管廃
棄施設・Ｌの安全機能が維持されることを確認した。
なお、竜巻による飛来物としてチェッカープレートを選定した場合、
保管廃棄施設・Ｌの構造健全性に影響を及ぼすことを確認したこ
とから、以下の飛来防止対策を講ずることとする。

・保管廃棄施設・Ｌの構造健全性に影響を及ぼすことを確認した
チェッカープレートに対し、当該竜巻で飛来しても影響を及ぼさな
い軽量物（ゴムマット）に代替する又は浮上しない重量のチェッ
カープレートに代替する等の対策を講ずる。

・チェッカープレートを重量物に代替する対策を講ずる場合には、
竜巻の風速場をランキン渦モデルと仮定し、浮上条件を考慮し
た上で、浮上しない重量を設定する。

参考文献
[1] 原子力規制委員会，「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」，
平成25年6月（平成26年9月に一部改訂）
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原子炉設置変更許可申請書（添付書類八） 設計及び工事の計画申請書

〔放射性廃棄物の廃棄施設〕
8-6 外部火災防護に関する基本方針

外部火災で想定する森林火災、近隣の産業施設の火災・爆発及
び航空機落下による火災に対して影響評価を実施し、放射性廃棄
物の廃棄施設の安全性を確保するための安全機能を損なわないよ
うに設計する。

添付書類３－１ 外部事象影響（外部火災）に関する説明書
3-1-1 概要

保管廃棄施設・Ｌは、想定される以下の外部火災に耐え得るよう
設計する。

・原子力科学研究所（以下「原科研」という。）敷地外の森林火災
が迫った場合でも、保管廃棄施設・Ｌの安全機能を損なわない設
計とする。

・原科研敷地外の近隣の産業施設等（半径10km以内）において火
災・爆発が発生した場合でも、保管廃棄施設・Ｌの安全機能を損
なわない設計とする。

・原科研の敷地内に設置しているLNGタンクが爆発した場合でも、
保管廃棄施設・Ｌの安全機能を損なわない設計とする。

・原科研の敷地への航空機落下による火災を想定した場合でも、
保管廃棄施設・Ｌの安全機能を損なわない設計とする。

ここでは、上記の設計条件を確認するため、保管廃棄施設・Ｌに
対して、外部火災が発生した場合の影響を評価した。

評価にあたっては、「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド
（原子力規制委員会，平成25年6月19日）」[1]（以下「評価ガイド」とい
う。）に従い、森林火災、近隣の産業施設等の火災・爆発及び航空
機落下による火災に対する保管廃棄施設・Ｌの影響について表3-
1-1-1に示すとおり評価を行った。
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原子炉設置変更許可申請書（添付書類八） 設計及び工事の計画申請書

〔放射性廃棄物の廃棄施設〕
8-6 外部火災防護に関する基本方針

外部火災で想定する森林火災、近隣の産業施設の火災・爆発及
び航空機落下による火災に対して影響評価を実施し、放射性廃棄
物の廃棄施設の安全性を確保するための安全機能を損なわないよ
うに設計する。

※1：敷地の範囲については後節図3-1-3-1に示す。
※2：原科研敷地外半径10km以内に存在する常陸那珂火力発電所、

核燃料サイクル工学研究所、東海第二発電所、日立オイル
ターミナル及び日立油槽所を対象に評価を行った。また、原科
研敷地内の代表的な施設である第2ボイラー液化天然ガス
（LNG）タンクを対象に評価を行った。
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原子炉設置変更許可申請書（添付書類八） 設計及び工事の計画申請書

〔放射性廃棄物の廃棄施設〕
8-6 外部火災防護に関する基本方針

外部火災で想定する森林火災、近隣の産業施設の火災・爆発及
び航空機落下による火災に対して影響評価を実施し、放射性廃棄
物の廃棄施設の安全性を確保するための安全機能を損なわないよ
うに設計する。



添付書類１（原子炉設置変更許可申請書との整合性）（１０／１９）

43

原子炉設置変更許可申請書（添付書類八） 設計及び工事の計画申請書

〔放射性廃棄物の廃棄施設〕
8-6 外部火災防護に関する基本方針

外部火災で想定する森林火災、近隣の産業施設の火災・爆発及
び航空機落下による火災に対して影響評価を実施し、放射性廃棄
物の廃棄施設の安全性を確保するための安全機能を損なわないよ
うに設計する。

3-1-2 結果
外部火災による影響評価の結果、以下に示すとおり、保管廃棄施

設・Ｌの健全性に影響を及ぼさないことを確認したことから、保管廃
棄施設・Ｌで想定される外部火災が発生した場合でも、保管廃棄施
設・Ｌの安全機能を損なわない。
(1) 保管廃棄施設・Ｌに対する火災（森林火災及び重畳事象を想定

した火災）については、以下のことから、健全性に影響を及ぼさ
ないことを確認した。

・コンクリート外壁の表面温度が、コンクリートの強度に影響がな
いとされている温度（以下「コンクリートの許容温度」という。）で
ある200℃[3]を上回ることを確認したが、表層のみの温度上昇で
あり、内部火災に至るおそれはない。

・保管廃棄施設・Ｌの鋼製蓋の表面温度が、鉄鋼材料の使用可能
温度（以下「鉄鋼の許容温度」という。）である350℃を下回ること
を確認した。

(2) 保管廃棄施設・Ｌに対する火災（近隣の産業施設等の火災及び
航空機落下による火災）については、コンクリート外壁の表面温
度が、コンクリートの許容温度を下回ること、保管廃棄施設・Ｌ
の鋼製蓋の表面温度が、鉄鋼の許容温度を下回ることから、
健全性に影響を及ぼさないことを確認した。

(3) 保管廃棄施設・Ｌに対する近隣の産業施設等の爆発については、
保管廃棄施設・Ｌと爆発源との離隔距離が危険限界距離を上
回ることから、健全性に影響を及ぼさないことを確認した。

参考文献
[1] 原子力規制委員会, 「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド」, 平

成25年6月
[2]Mark A. Finney, “ FARSITE: Fire Area Simulator—Model Development

and Evaluation”, Rocky Mountain Research Station, RMRS-RP-4
Revised, March 1998, revised February 2004

[3]財団法人日本建築センター, 「建築火災のメカニズムと火災安全設計」,
平成19年12月
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原子炉設置変更許可申請書（添付書類八） 設計及び工事の計画申請書

8-7 廃棄施設の概要
(3) 固体廃棄物の廃棄施設

ｂ 保管廃棄施設
(a) 保管廃棄施設

ⓐ 第１保管廃棄施設
1) 保管廃棄施設・Ⅰ

本施設には、保管廃棄施設・Ｌを設置する。
保管廃棄施設・Ⅰには、異常が発生した場合において関係

箇所との通信連絡ができるように、携帯電話等を設ける。
3) 解体分別保管棟

解体分別保管棟には、異常が発生した場合において関係箇
所との通信連絡ができるように、電話、放送設備、ページング
設備等を設ける。

第２編 通信連絡設備の設置
3. 設 計

3.2 設計仕様
3.2.2 各施設内及び各施設と事故現場指揮所の通信連絡で使

用する 通信連絡設備
保管廃棄施設・Ｌ及び排水貯留ポンドにおいては、施設内の

通信連絡で施設内用トランシーバー、事故現場指揮所との通
信連絡で固定電話、携帯電話及び長距離用トランシーバーを
使用する。

通信連絡設備の配置図を図－2.1に示す。本申請に係る通信
連絡設備の設計仕様は、以下のとおりとする。本設備は全て既
設の設備である。なお、通信連絡設備については、原子炉施設
保安規定及び下部規定において定める手順に従い、同等以上
の性能を有するものと交換できるものとする。
(1) 通信連絡設備の種類

・固定電話
・携帯電話
・施設内用トランシーバー（出力10mW）
・長距離用トランシーバー（出力5W）

(2) 台数
事故現場指揮所で使用する通信連絡設備の種類及び台数

を表１、事象発生施設で使用する通信連絡設備の種類及び台
数を表２に示す。
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原子炉設置変更許可申請書（添付書類八） 設計及び工事の計画申請書

また、解体分別保管棟には、解体分別保管棟、第１保管廃棄施設
又は排水貯留ポンドで異常が発生した場合に原子力科学研究所内
の現地対策本部との間の相互に連絡するための通信連絡設備とし
て専用の固定電話、携帯電話等を設ける。

3.2.1 事故現場指揮所と現地対策本部の通信連絡で使用する
通信連絡設備

事故現場指揮所の解体分別保管棟付属建家会議室におい
ては、現地対策本部との通信連絡で固定電話及び携帯電話を
使用する。安全管理棟の現地対策本部においては、事故現場
指揮所との通信連絡で固定電話及び携帯電話を使用する。

本申請に係る通信連絡設備の種類及び台数は、以下のとお
りとする。本設備は全て既設の設備である。なお、通信連絡設
備については、原子炉施設保安規定及び下部規定において定
める手順に従い、同等以上の性能を有するものと交換できるも
のとする。
(1) 通信連絡設備の種類

・固定電話
・携帯電話

(2) 台数
事故現場指揮所における通信連絡設備の種類及び台数は

以下のとおり。
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原子炉設置変更許可申請書（添付書類八） 設計及び工事の計画申請書

8-7 廃棄施設の概要
(2) 液体廃棄物の廃棄施設

ａ 廃液貯槽
(c) 排水貯留ポンド

本貯槽には、液位計を設けるとともに、漏えいによって液位が
著しく低下した場合は、操作盤及び原子力科学研究所の中央警
備室に警報する設備を設ける。

第３編 液体廃棄物の廃棄設備の漏えい警報装置の設置
3. 設 計

3.2 設計仕様

排水貯留ポンドの漏えい警報装置の系統図を図－3.1に、検知器（液位
計）の配置図を図－3.2に示す。
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原子炉設置変更許可申請書（添付書類八） 設計及び工事の計画申請書

8-7 廃棄施設の概要
(2) 液体廃棄物の廃棄施設

ａ 廃液貯槽
(c) 排水貯留ポンド

本貯槽には、液位計を設けるとともに、漏えいによって液位が
著しく低下した場合は、操作盤及び原子力科学研究所の中央警
備室に警報する設備を設ける。
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原子炉設置変更許可申請書（添付書類八） 設計及び工事の計画申請書

8-7 廃棄施設の概要
(2) 液体廃棄物の廃棄施設

ａ 廃液貯槽
(c) 排水貯留ポンド

本貯槽には、液位計を設けるとともに、漏えいによって液位が
著しく低下した場合は、操作盤及び原子力科学研究所の中央警
備室に警報する設備を設ける。
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原子炉設置変更許可申請書（添付書類八） 設計及び工事の計画申請書

該当なし 第４編 溢水防止対策
6-1-1 概要

排水貯留ポンドから放射性物質を含む液体の管理区域外への漏えいの
防止に関する評価を実施した。評価は、地震に伴い発生する排水貯留ポ
ンドのスロッシングを想定して実施した。

6-1-2 評価方法
速度ポテンシャル理論によってスロッシングの 大波高を算出する。排

水貯留ポンドを構成する貯留槽及び希釈槽について、各貯槽の固有周期
を算出し、平成12年建設省告示第1461号に定める加速度応答スペクトル
より、固有周期に対する加速度を特定し、スロッシング 大波高を算出す
る。加速度応答スペクトルを表6-1-1に示す。

6-1-3 判断基準
評価により算出した 大波高が排水貯留ポンドの縁を越えないこと。

6-1-4 評価条件
評価条件は以下のとおり



添付書類１（原子炉設置変更許可申請書との整合性）（１７／１９）

50

原子炉設置変更許可申請書（添付書類八） 設計及び工事の計画申請書

図6-1-1 スロッシング評価モデル図
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原子炉設置変更許可申請書（添付書類八） 設計及び工事の計画申請書

固有周期及び 大波高は以下の式で算出する。
T=1/f
f=1/2π √(1.571/L1 g×tanh(1.571 H1/L1 ) ) 1) 2)

Dmax=0.811 L1/g α 2)
ただし、

𝑇：固有周期 [s]
𝑓：一次固有周波数 [Hz]
𝐿1：振動方向のプールの長さの1/2 [m]
𝑔：重力加速度 [m/s2]
𝐻1：プールの水深 [m]
𝐻2：水面からプールの縁までの高さ [m]
𝐷𝑚ax： 大波高 [m]
𝛼：地震による加速度[m/s2]

である。
なお、希釈槽については貯槽内に邪魔板が存在し、評価において邪魔

板の影響による流体の挙動を考慮することが困難であることから、地震に
よる加速度αは、保守的に表6-1-1に示す加速度応答スペクトルにおけ
る 大加速度を用いることとする。※１

算出結果を表6-1-2に示す。

表6-1-2 算出結果



添付書類１（原子炉設置変更許可申請書との整合性）（１９／１９）

52

原子炉設置変更許可申請書（添付書類八） 設計及び工事の計画申請書

6-1-5 評価結果
排水貯留ポンドの貯留槽及び希釈槽ともにスロッシングによる 大波

高は、貯槽の縁を超えないため、放射性物質を含む液体が管理区域外
へ漏えいすることはない。

出典
1) 日本機械学会, 機械工学便覧 α4 流体工学, 2006.
2） 耐震設計の標準化に関する調査報告書 別冊2（機器系）,昭和60年3

月,(財)原子力工学試験センター
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放射性廃棄物の廃棄施設全体の設計及び工事の計画の認可申請は、表1（本資料においては
省略）に示す項目を予定しているが、工事に要する期間等を考慮し、分割して行う。本申請では、
保管廃棄施設・Ｌ及び排水貯留ポンドに係る、「外部事象影響」、「通信連絡設備の設置」、「液体
廃棄物の廃棄設備の漏えい警報装置の設置」及び「溢水防止対策」について申請するものである。

なお、「試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則」への適合性確認整理表を別
紙１に示す。（本資料においては省略）
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・原子力科学研究所（以下「原科研」という。）敷地外の森林火災が迫った場合でも、保管廃棄施
設・Ｌの安全機能を損なわない設計とする。

・原科研敷地外の近隣の産業施設等（半径10km以内）において火災・爆発が発生した場合でも、
保管廃棄施設・Ｌの安全機能を損なわない設計とする。

・原科研の敷地内に設置しているLNGタンクが爆発した場合でも、保管廃棄施設・Ｌの安全機能を
損なわない設計とする。

・原科研の敷地への航空機落下による火災を想定した場合でも、保管廃棄施設・Ｌの安全機能を
損なわない設計とする。

ここでは、上記の設計条件を確認するため、保管廃棄施設・Ｌに対して、外部火災が発生した場
合の影響を評価した。

評価にあたっては、「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド（原子力規制委員会，平成25年6
月19日）」（以下「評価ガイド」という。）に従い、森林火災、近隣の産業施設等の火災・爆発及び航
空機落下による火災に対する保管廃棄施設・Ｌの影響について評価を行った。

【概要】

【補正で変更】



添付書類３ｰ１（外部事象影響（外部火災））（２／５）

55

施設 評価対象 表面温度(℃) 内表面温度※1(℃)

保管廃棄施設・Ｌ
コンクリート外壁 338 87

鋼製蓋 96 －

森林火災による保管廃棄施設・Ｌの表面温度評価結果

※1：コンクリート外壁表面から5mm内側の温度

危険物貯蔵所 評価対象施設
表面温度

評価結果

常陸那珂火力発電所

軽油タンク

保管廃棄施設・Ｌ（コンクリート外壁） 52℃

保管廃棄施設・Ｌ（鋼製蓋） 51℃

核燃料サイクル工学研究所

重油タンク

保管廃棄施設・Ｌ（コンクリート外壁） 51℃

保管廃棄施設・Ｌ（鋼製蓋） 51℃

東海第二発電所

重油タンク

保管廃棄施設・Ｌ（コンクリート外壁） 51℃

保管廃棄施設・Ｌ（鋼製蓋） 51℃

日立オイルターミナル及び

日立油槽所 重油タンク

保管廃棄施設・Ｌ（コンクリート外壁） 51℃

保管廃棄施設・Ｌ（鋼製蓋） 51℃

各危険物貯蔵所における火災影響評価結果
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日立LNG基地LNGタンク及びLPGタンクにおける爆発影響評価結果

想定爆発源（敷地外） 危険限界距離 離隔距離

日立LNG基地
LNGタンク及びLPGタンク

373m 3,270m

第2ボイラー液化天然ガス（LNG）タンクにおける爆発影響評価結果

想定爆発源（敷地内） 危険限界距離 離隔距離

第2ボイラー
液化天然ガス（LNG）タンク

104m 430m
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航空機落下による火災の影響評価結果

対象航空機 施設 評価対象
評価結果

表面温度

計器飛行方式
民間機

機種名：B747-400（飛
行場での離着陸時、
航空路を巡航中）

保管廃棄施設・Ｌ
コンクリート外壁 58℃

鋼製蓋 52℃

有視界飛行方式
民間機

機種名：AS332L1 保管廃棄施設・Ｌ
コンクリート外壁 131℃

鋼製蓋 63℃

自衛隊機又は米
軍機：訓練空域外
を飛行中

機種名：KC-767
機種名：F-15

保管廃棄施設・Ｌ

コンクリート外壁 58℃

鋼製蓋 52℃

自衛隊機又は米
軍機：基地－訓練
空域間往復時

機種名：F-15 保管廃棄施設・Ｌ
コンクリート外壁 165℃

鋼製蓋 69℃
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重畳事象による火災影響評価結果

施設 評価対象

航空機落下
による火災

森林火災 重畳評価結果

表面
温度
(℃)

温度
上昇分

表面
温度
(℃)

温度
上昇分

表面温度
(℃)

内表面温度※1

(℃)
ΔT(℃) ΔT(℃)

保管廃棄施設・Ｌ

コンクリート
外壁

165 115 338 288
453

=(初期温度
50+115+288)

194

鋼製蓋 69 19 96 46
115

=(初期温度
50+19+46)

－

※1：コンクリート外壁表面から5mm内側の温度
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・敷地及びその周辺（施設から半径20kmの範囲）における過去の記録を踏まえた影響が も大き
い竜巻（藤田スケールF1、 大風速49m/s）及びその随伴事象の発生を考慮しても、排水貯留ポ
ンド及び保管廃棄施設・Ｌの安全機能を損なわない設計とする。

ここでは、上記の設計条件を確認するため、排水貯留ポンド及び保管廃棄施設・Ｌに対して、竜
巻が発生した場合の影響評価を行った。

評価に当たっては、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」（以下「竜巻ガイド」という。）に従い、
竜巻及びその随伴事象に対する排水貯留ポンド及び保管廃棄施設・Ｌの影響評価を行った。竜巻
に対する影響評価としては、竜巻の特性値を評価し、飛来物の選定を行った上で、竜巻による飛
来物が衝突した際の保管廃棄施設・Ｌの影響評価を行った。また、想定される竜巻随伴事象につ
いて、排水貯留ポンド及び保管廃棄施設・Ｌの影響の有無の検討を行った。

【概要】

【補正で変更】
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竜巻による飛来物の浮上の有無の評価結果

名称
長さ

[m]

幅

[m]

厚さ又

は奥行

[m]

質量

[kg]

空力

パラメータ

[m2/kg]

浮上の

有無

飛来

距離

[m]

飛来

高さ

[m]

大

水平

速度

[m/s]

大

鉛直

速度

[m/s]

鋼製パイプ 2.0 直径0.05 8.4 0.0057 無 － － － －

鋼製材 4.2 0.3 0.2 135 0.0039 無 － － － －

コンクリート板 1.5 1.0 0.15 540 0.0022 無 － － － －

コンテナ 2.4 2.6 6.0 2,300 0.0104 無 － － － －

トラック 5.0 1.9 1.3 4,750 0.0026 無 － － － －

自動車（ミニバン） 4.885 1.84 1.905 2,110 0.0069 無 － － － －

空調室外機 0.8 0.3 0.6 30 0.0198 有 123 5.2 32 22

自動販売機 2.1 0.8 1.2 330 0.0104 無 － － － －

物置 4.6 2.3 2.5 1,000 0.0184 有 109 3.1 32 22

マンホール蓋 0.97 0.97 0.04 90 0.0073 無 － － － －

チェッカープレート 1.9 1.9 0.005 140 0.0171 有 86 1.6 31 21

鉄板 6.1 1.53 0.03 2,200 0.0029 無 － － － －
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飛来物（空調室外機）が衝突した際の影響評価結果（鋼板）

施設
鋼板厚さ

[cm]
貫通厚さ

[cm]
評価結果

貫通

保管廃棄施設・Ｌ 上面 0.4 0.1 無

飛来物（物置）が衝突した際の影響評価結果（鋼板）

施設
鋼板厚さ

[cm]
貫通厚さ

[cm]
評価結果

貫通

保管廃棄施設・Ｌ 上面 0.4 0.2 無

飛来物（チェッカープレート）が衝突した際の影響評価結果（鋼板）

施設
鋼板厚さ

[cm]
貫通厚さ

[cm]
評価結果

貫通

保管廃棄施設・Ｌ 上面 0.4 0.7 有

竜巻による飛来物としてチェッカープレートを選定した場合、保管廃棄施設・Ｌの構造健全性に影
響を及ぼすことを確認したことから、以下の飛来防止対策等を講ずることとする。

・保管廃棄施設・Ｌの構造健全性に影響を及ぼすことを確認したチェッカープレートに対し、当該
竜巻で飛来しても影響を及ぼさない軽量物（ゴムマット）に代替する又は浮上しない重量の
チェッカープレートに代替する等の対策を講ずる。

・チェッカープレートを重量物に代替する対策を講ずる場合には、竜巻の風速場をランキン渦モデ
ルと仮定し、浮上条件を考慮した上で、浮上しない重量を設定する。

【補正で変更】
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添付書類３ｰ３ （外部事象影響に係る「試験研究の用に供する原子炉等の技術

基準に関する規則」との適合性に関する説明書）（１／２）

第八条（外部からの衝撃による損傷の防止）

１． 原子力科学研究所（以下「原科研」という。）敷地内又はその周辺において想定される自然現象（地震及
び津波を除く。）については、排水貯留ポンド及び保管廃棄施設・Ｌの安全機能を損なわないことを確認して
おり、外部火災（森林火災）及び竜巻については、以下のとおりとなる。なお、排水貯留ポンドは、上部開放
型の貯槽であり、常時液体廃棄物（濃度限度以下）を貯留しているため、外部火災の影響を受けることはな
い。
・原科研敷地外の森林火災が迫った場合でも、保管廃棄施設・Ｌの安全機能を損なわないことを確認して

いる。（添付書類3-1参照）
・敷地及びその周辺（施設から半径20kmの範囲）における過去の記録を踏まえた影響が も大きい竜巻

（藤田スケールF1、 大風速49m/s）及びその随伴事象の発生を考慮しても、基本的に排水貯留ポンド及
び保管廃棄施設・Ｌの安全機能を損なわないことを確認している。ただし、当該竜巻で保管廃棄施設・Ｌの
構造健全性に影響を及ぼすことを確認した飛来物については、必要に応じて、飛来防止対策等を講ずる
ことを原子力科学研究所原子炉施設保安規定等に定めることとする。（添付書類3-2参照）

適合性について

技 術 基 準 の 条 項
評価の必要性の有無

適合性
有・無 項・号

第一条から第七条 無 － －

第八条
外部からの衝撃によ
る損傷の防止

有
第１項

第２項
以下に示すとおり

第九条から第七十一条 無 － －

【補正で変更】
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添付書類３ｰ３（外部事象影響に係る「試験研究の用に供する原子炉等の技術基
準に関する規則」との適合性に関する説明書）（２／２）

第八条（外部からの衝撃による損傷の防止）

２． 原科研敷地内又はその周辺において想定される人為によるもの（故意によるものを除く。）については、
排水貯留ポンド及び保管廃棄施設・Ｌの安全機能を損なわないことを確認しており、外部火災（近隣の産業
施設等の火災・爆発、航空機落下による火災）については、以下のとおりとなる。なお、排水貯留ポンドは、
上部開放型の貯槽であり、常時液体廃棄物（濃度限度以下）を貯留しているため、外部火災の影響を受け
ることはない。
・原科研の敷地外の近隣の産業施設等（半径10km以内）において火災・爆発が発生した場合でも、保管廃

棄施設・Ｌの安全機能を損なわないことを確認している。（添付書類3-1参照）
・原科研の敷地内に設置しているLNGタンクが爆発した場合でも、保管廃棄施設・Ｌの安全機能を損なわな

いことを確認している。（添付書類3-1参照）
・原科研の敷地への航空機落下による火災を想定した場合でも、保管廃棄施設・Ｌの安全機能を損なわな

いことを確認している。（添付書類3-1参照）
・航空機落下により森林火災が発生するといった熱影響が も厳しい条件となる重畳事象を想定した場合

でも、保管廃棄施設・Ｌの安全機能を損なわないことを確認している。（添付書類3-1参照）

適合性について

第八条（外部からの衝撃による損傷の防止）

試験研究用等原子炉施設は、想定される自然現象（地震及び津波を除く。）によりその安全性を損なうお
それがある場合において、防護措置、基礎地盤の改良その他の適切な措置が講じられたものでなければな
らない。

２ 試験研究用等原子炉施設は、周辺監視区域に隣接する地域に事業所、鉄道、道路その他の外部か
らの衝撃が発生するおそれがある要因がある場合において、事業所における火災又は爆発事故、危険物を
搭載した車両、船舶又は航空機の事故その他の敷地及び敷地周辺の状況から想定される事象であって人
為によるもの（故意によるものを除く。）により試験研究用等原子炉施設の安全性が損なわれないよう、防護
措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。

該当条文

【補正で変更】
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添付書類４（通信連絡設備の設置に係る「試験研究の用に供する原子炉等の技
術基準に関する規則」との適合性に関する説明書）

第四十二条（通信連絡設備等）

１. 第４２条第１項に適合するため、放射性廃棄物処理場の関係箇所に対し必要な指示ができるよう、通信連

絡設備を設ける。また、事故現場指揮所には、原子力科学研究所内の現地対策本部と相互に連絡するため
の通信連絡設備を設ける。

適合性について

技 術 基 準 の 条 項
評価の必要性の有無

適合性
有・無 項・号

第一条から第四十一条 無 － －

第四十二条 通信連絡設備等 有 第１項 以下に示すとおり

第四十三条から第七十一条 無 － －

第四十二条（通信連絡設備等）

工場等には、設計基準事故が発生した場合において工場等内の人に対し必要な指示ができるよう、通信連
絡設備が設けられていなければならない。

２ 工場等には、設計基準事故が発生した場合において当該試験研究用等原子炉施設外の通信連絡をする
必要がある場所と通信連絡ができるよう、多重性又は多様性を確保した通信回線が設けられていなければな
らない。

該当条文
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添付書類５（液体廃棄物の廃棄設備の漏えい警報装置の設置に係る「試験研究
の用に供する原子炉等の技術基準に関する規則」との適合性に関する説明書）

第四十一条（警報装置）

警報装置は、液位低下及び液位上昇を検知することができる検知器（液位計）を設けることにより漏えいを確
実に検知し、制御室等及び原子力科学研究所の中央警備室に警報する装置を設ける。

適合性について

技 術 基 準 の 条 項
評価の必要性の有無

適合性
有・無 項・号

第一条から第四十条 無 － －

第四十一条 警報装置 有 － 以下に示すとおり

第四十二条から第七十一条 無 － －

第四十一条（警報装置）

試験研究用等原子炉施設には、その設備の機能の喪失、誤操作その他の要因により試験研究用等原子
炉の安全を著しく損なうおそれが生じたとき、第三十一条第一号の放射性物質の濃度若しくは同条第三号の
線量当量が著しく上昇したとき又は液体状の放射性廃棄物を廃棄する設備から液体状の放射性廃棄物が著
しく漏えいするおそれが生じたときに、これらを確実に検知して速やかに警報する装置が設けられていなけれ
ばならない。

該当条文
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排水貯留ポンドから放射性物質を含む液体の管理区域外への漏えいの防止に関する評価を実
施した。評価は、地震に伴い発生する排水貯留ポンドのスロッシングを想定して実施した。

【概要】

速度ポテンシャル理論によってスロッシングの 大波高を算出する。排水貯留ポンドを構成す
る貯留槽及び希釈槽について、各貯槽の固有周期を算出し、平成12年建設省告示第1461号に
定める加速度応答スペクトルより、固有周期に対する加速度を特定し、スロッシング 大波高を
算出する。

【評価方法】

周期（秒）
加速度応答スペクトル（単位 メートル毎秒毎秒）

稀に発生する地震動

T＜0.16 （0.64＋6T）Z

0.16≦T＜0.64 1.6Z

0.64≦T （1.024／T）Z

この表において、T及びZは、それぞれ建築物の周期（単位 秒）及び令第
八十八条第一項に規定するZの数値を表す。

出典：平成12年建設省告示第1461号より抜粋

表６－１－１

【補正で追加】
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評価により算出した 大波高が排水貯留ポンドの縁を越えないこと。

【判断基準】

【評価条件】

貯留槽 希釈槽

形状 矩形 矩形（邪魔板有り）

寸法
約20m×17m
高さ約3.5m

（水深約2.0m）

約10m×17m
高さ約3.5m

（水深約2.0m）

想定溢水源

放射性液体廃棄物
（ただし、法令に定める周辺監
視区域外の濃度限度以下とな
るよう管理されたもの。）

工業用水

【補正で追加】
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スロッシング評価モデル図 【補正で追加】
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【評価式】

固有周期、 大波高は以下の式で算出する。

𝑇

𝑓 . 𝑔 tanh 1.571

𝐷𝑚𝑎𝑥 0.811 𝛼

𝑇 ：固有周期 [s]
𝑓 ：一次固有周波数 [Hz]
𝐿1 ：振動方向のプールの長さの1/2 [m]
𝐿2 ：振動方向に垂直のプールの長さ [m]
𝑔 ：重力加速度 [m/s2]
𝐻1 ：プールの水深 [m]
𝐻2 ：水面からプールの縁までの高さ [m]
𝐷𝑚ax ： 大波高 [m]
𝛼 ：地震による加速度[m/s2]

【補正で追加】
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【排水貯留ポンドにおけるスロッシングによる溢水評価結果】

貯留槽 希釈槽

地震方向
（NS）

地震方向
（EW）

地震方向
（NS）

地震方向
（EW）

L1[m] 10.0 8.5 5.0 8.5

H1[m] 2.0 2.0 2.0 2.0

H2[m] 1.5 1.5 1.5 1.5

T[s] 9.177 7.847 － －

f[Hz] 0.109 0.127 － －

α[m/s2] 0.112 0.131 1.600※1 1.600※1

Dmax[m] 0.093 0.093 0.662 1.125

排水貯留ポンドの貯留槽及び希釈槽ともにスロッシング 大波高は、貯槽の縁を超えないため、
放射性物質を含む液体が管理区域外へ漏えいすることはない。

希釈槽については貯槽内に邪魔板が存在し、評価において邪魔板の影響によ
る流体の挙動を考慮することが困難であることから、地震による加速度αは、保
守的に表6-1-1に示す加速度応答スペクトルにおける 大加速度を用いることと
する。※１

算出結果を次表に示す。

【補正で追加】
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添付書類６ｰ２（溢水防止対策に係る「試験研究の用に供する原子炉等の技術基
準に関する規則」との適合性に関する説明書）

第十九条（溢水による損傷の防止）

２. 排水貯留ポンドから放射性物質を含む液体があふれ出るおそれがなく、当該液体が管理区域外へ漏えい
しないことを確認している。（添付書類6-1参照）

適合性について

技 術 基 準 の 条 項
評価の必要性の有無

適合性
有・無 項・号

第一条から第十八条 無 － －

第十九条 溢水による損傷の防止 有 第２項 以下に示すとおり

第二十条から第七十一条 無 － －

第十九条（溢水による損傷の防止）

試験研究用等原子炉施設は、当該試験研究用等原子炉施設内における溢水の発生によりその安全性を
損なうおそれがある場合は、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。

２ 試験研究用等原子炉施設は、当該試験研究用等原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包する容器
又は配管の破損により当該容器又は配管から放射性物質を含む液体があふれ出るおそれがある場合は、当
該液体が管理区域外へ漏えいすることを防止するために必要な措置が講じられたものでなければならない。

該当条文

【補正で追加】


